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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

移動型デジタル式汎用一体型Ｘ線透視診

断装置 

ＧＭ－Ｔ１０６８８２Ｂ 

作   成       平成１８年１１月２２日 

変   更       令和 ５年１０月１３日 

作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 
 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の移動型デジタル式汎用一体型Ｘ線透視診断装

置について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－

ＣＧ－Ｚ０００００９による。 

1.2.1 

市販品 

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。 

1.2.2 

カタログ 

 この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。 

1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a)  規格 

    ＮＤＳ Ｚ ８０１１            角形銘板 

b)  仕様書 

    ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共 

通仕様書 

c) 法令等 

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号） 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生 

省令第１号） 

1.3.2 関連文書 

 ＧＳ－Ｃ９０６４２３ 自衛隊医療情報システム借上（延長） 
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2 一般的事項 

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

 

3 製品に関する要求 

3.1 製造承認等 

製造承認等は，次による。 

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器とし

て製造（輸入）承認された製品とする。 

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品 

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目とし 

て許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。 

3.2 品名及びカタログ製品名 

 品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

3.3 構成 

 構成は，調達品目表による。 

3.4 性能等 

 性能等は，調達品目表による。 

3.5 製品の表示 

 製品の表示は，次による。 

a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－

Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。 

b) １種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。 

 

4 品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

5 出荷条件 

5.1 包装 

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

5.2 包装の表示 

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

6 その他の指示 

6.1 附属品・予備品 

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とす 

る。 

6.2 納入書類 

6.2.1 添付書類 

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。 

a) 取扱説明書（日本語版）      １部 

b) 附属品明細表１）            １部 
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c) 納入品カタログ          １部 

   注１)  様式適宜とする。 

6.2.2 提出書類 

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。ただし，過去に納入実績 

があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。 

表1－提出書類 

名称 時期 数量 提出先 

取扱説明書（日本語版） 納入時
 

各１部
 

陸上自衛隊補給統制本部衛生部
 

附属品明細表ａ） 

納入品カタログ 

注ａ） 様式適宜とする。 

6.3 搬入・調整 

搬入及び調整は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て及び調整

を行う。 

6.4 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応 

 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は，ＧＬＴ―ＣＧ－Ｚ０００００９の2.1.1

による。 

6.5 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ―ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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調達品目表 

調達要求番号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日  作成年月日 令和 ５年１０月１３日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０６８８２Ｂ 

1 調達品目 

品名 カタログ製品名ａ） 

移動型デジタル式汎用一体型

Ｘ線透視診断装置 

富士フイルム（株） ＣＡＬＮＥＯ ＣＲＯＳＳ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ）  この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例 

    示したものであり，当該製品を指定するものではない。 

2 構成 

番号 名称 数量

ａ） 

規格など 

富士フイルム（株） 

１ 本体 １ ＣＡＬＮＥＯ ＣＲＯＳＳ 

ＤＲ－ＸＤ ３０００ ＭＢＬ 

 Ｃアームカート － 標準附属品 

Ｘ線発生装置 

フラットパネルディテクタ装置 

 フラットパネルディテ

クタ 

ＣＡＬＮＥＯ Ｆｌｏｗ Ｃ１２ 

ＤＲ－ＩＤ １８１４ ＳＥ 

（標準附属品） 

ＣＡＬＮＥＯ Ｆｌｏｗ Ｃ７７ 

ＤＲ－ＩＤ １８１２ ＳＥ 

（標準附属品） 

パネルホルダ １ １７×１７インチサイズ 

１ １０×１２インチサイズ 

バッテリ － Ｆｌｏｗ用バッテリパック（軽量タ

イプ）ＤＲ１８００（標準附属品） 

充電器 Ｆｌｏｗ／Ｓｍａｒｔ共通バッテリ 

チャージャー ＤＲ１２００ （標

準附属品） 

ワークステーション装置 標準附属品 

デジタル画像処理ユニット 

 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

ＤＩＣＯＭ接続ソフトウ

ェア 

１ ＤＸ ＣＬ ＤＩＣＯＭ ＯＲＤＥ

Ｒ ＭＷＭ ＳＷＬ 

１ ＤＸ ＣＬ ＤＩＣＯＭ ＭＰＰＳ

ＳＷＬ 

ＭＦＰ／ダイナミック処

理ソフト 

１ ＤＸ ＣＬ ＤＹＮ ＶＩＳＵＡＬ

ＩＩ ＳＷＬ 
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調達品目表（続き） 

 

番号 名称 数量

ａ） 

規格など 

富士フイルム（株） 

１
（
続
き
） 

本
体
（
続
き
） 

デ
ジ
タ
ル
画
像
処
理
ユ
ニ
ッ
ト
（
続
き
） 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
続
き
） 

グリッド除去処理

ソフトウェア 

１ ＤＸ ＣＬ ＧＰＲ ＳＷＬ 

黒化処理ソフトウ

ェア 

１ ＤＸ ＣＬ ＳＨＵＴＴＴＥＲ－Ｐ

ＲＯＣ ＳＷＬ 

２ フットスイッチ １ ＤＲ－ＸＤ３０００ 

ＷＩＲＥＬＥＳＳ Ｆ／Ｓ 

３ モニタカート １ ＤＲ－ＸＤ３０００ 

ＭＴＲ ＣＲＴ ＬＸ 

 無線化キット １ ＤＲ－ＸＤ３０００ 

ＭＴＲ Ｗ／Ｌ ＫＩＴ 

４ ビデオレコーダ １ ティアック（株） 

ＵＲ－ＮＥＸＴ４ＫＨ(ＨＤＭＩモデ

ル) 

 無線化キット １ ＤＲ－ＸＤ３０００ ＲＥＣ ＫＩ

Ｔ 

１ ＤＲ－ＸＤ３０００ 

ＳＰＬＩＴ ＫＩＴ 

ＤＶＤドライブ １ ＢＲＰ－ＵＣ６ＶＫ 

５ 無線ＬＡＮアダプター １ 無線ＬＡＮアダプター小型タイプ 

Ａｒｃｈｅｒ Ｔ２Ｕ Ｎａｎｏ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等 

 同等と判断する要求基準は，次による。 

a)  本体は，次による。 

1)  Ｃアームカートは，次による。 

 1.1) ハンドルをもち，キャスターによって左右方向への平行移動が可能とする。 

1.2) リチウムバッテリーを内蔵し，８時間以上の撮影が可能かつ，ＡＣ電源で充電しながら

のＸ線透視が可能とする。 
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調達品目表（続き） 

1.3) 外形寸法は，Ｗ７９０ ｍｍ×Ｄ１ ７３０ ｍｍ×Ｈ１ ４９０ ｍｍ以下とする。 

1.4) 質量は，２５０ ｋｇ以下とする。 

1.5) Ｃアーム部の設定角度は，円弧方向に１２０°以上とする。 

1.6) Ｃアーム部の前後方向への動作範囲は，２０ ｃｍ以上とする。 

1.7） Ｃアーム部の横方向の傾き幅は，±２００°とする。 

 1.8)  Ｃアーム部の上下方向への動作は，電動機構を用いて６０ ｃｍ以上とする。 

 1.9) Ｃアーム部の開口部は，８０ ｃｍ以上とする｡ 

1.10) Ｃアーム部のＸ線軸からの奥行きは，内径６５ ｃｍ以上とする｡ 

 2)  Ｘ線発生装置は，次による。 

2.1) 固定陽極型Ｘ線管とする。 

 2.2) 最大電力は，２．０ ｋＷ以上とする。 

 2.3) 公称焦点値は，０．６とする。 

 2.4) Ｘ線管陽極熱容量は，８０ ｋＨＵ以上とする。 

 2.5) 最大陽極冷却率は，８４０ ＨＵ／ｓ以上とする。 

 2.6) 面積線量を表示可能とする。 

 2.7) 利用Ｘ線の総ろ過は，２．５ ｍｍＡｌ当量以上とする。 

2.8) 最大管電圧が８０ ｋＶ時の最大管電圧流は，２５ ｍＡ以上とする。 

 3) フラットパネルディテクタ装置は，次による。 

 3.1) Ｘ線透視（動画）とＸ線撮影（静止画）の兼用が可能とする。 

3.2) １０インチ×１２インチ及び１７インチ×１７インチのフラットパネルディテクタを

各１枚備え，交換可能とする。 

3.3) フラットパネルディテクタは，バッテリ駆動とし，専用の充電器及び予備を含めたバ

ッテリパックを備える。 

3.4) 拡大機能は，２段階以上とする。 

4) ワークステーション装置は，次による。 

4.1) 操作パネルは，タッチパネル方式かつ，１７インチ以上とする。 

4.2) ワークステーション装置は，本体と一体型とする。 

4.3) モニタカートと無線で接続可能とする。 

5) デジタル画像処理ユニットは，次による。 

5.1) フレームレートは，１５ ｆｐｓ，８ ｆｐｓ，４ ｆｐｓ及び２ ｆｐｓとする。 

5.2) ＤＩＣＯＭフォーマットによる運用が可能とする。 

5.3) ノイズ抑制処理機能，ダイナミック処理機能及びメタル補正機能をもつ。 

 5.4) Ｘ線照射外の白抜け部分の塗りつぶし処理機能及びグリッド除去処理機能をもつ。 

5.5) メインメモリの容量は，４ ＧＢ以上とする。 

 5.6) ＯＳは，Ｗｉｎｄｏｗｓ１０以上とし，内蔵ＳＳＤは，２５６ ＧＢ以上とする。 

 5.7) 保存画像枚数は，９ ０００枚以上とする。 

b) フットスイッチは，無線で接続可能とする。 

c） モニタカートは，次による。 

1) １９インチ以上かつ，１ ２８０×１ ０２４以上の解像度のモニタを２画面備える。  
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調達品目表（続き） 

2) 画像情報を本体から無線で受信可能とする。 

d） ビデオレコーダは，次による。 

  1） ４Ｋ映像とフルＨＤ映像で記録が可能とする。 

 2） ２ｃｈ同時記録が可能とする。 

 3) 記録容量は，内蔵２ ＴＢ以上とする。 

 4) ７インチ以上のタッチパネルディスプレイをもつ。 

 5) 電源は，ＡＣ１００ Ｖ，５０／６０ Ｈｚとする。 

 6) 外形寸法は，Ｗ２４０ ｍｍ×Ｄ１４０ ｍｍ×Ｈ２５０ ｍｍ以下とする。 

 7) 質量は，４．５ ｋｇ以下とする。 

 8)  ＵＳＢコネクタを用いて外付けＤＶＤドライブと接続可能とする。 

e)  無線ＬＡＮアダプターを備える。 

f) 官側が運用している医療情報システムに接続し，使用可能とする。 

    なお，医療情報システムは，調達要領指定書によって指定する。 

 

. 


